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１月１６日、渡邊組合員は２０１２年の年末手当と２０１３年の夏季手当の減額撤回と減

額理由を明らかにすることを求めて大阪地方裁判所に訴えていた労働審判を闘いました。 

しかし、会社は労働審判でも全てのカット理由と詳細を明らかにせず、両方とも１０項目

しか明らかにしませんでした。しかも、その１０項目は誰が、何処で注意・指導したのかも

明らかにせず、ボーナスカットの基になる５Ｗ１Ｈのすべての事実関係を答えませんでした。 

 

以下以下以下以下はははは、、、、労働審判で明らかになったカット理由です。労働審判で明らかになったカット理由です。労働審判で明らかになったカット理由です。労働審判で明らかになったカット理由です。    

１．平成２４年５月１０日２２時５０分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、台車 

カバーの点検を失念したため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

２．平成２４年５月２２日１時２５分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、ヘルメッ 

トを未着用であったため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

３．平成２４年５月２８日２１時５５分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、申立人 

が台車スカートと台車枠の点検を失念したため、管理者が申立人に対して注意指導を 

行った。 

４．平成２４年６月２日２２時５０分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、空気管ガ 

イシとケーブルヘッド兼用支持ガイシの点検を失念したため、管理者が申立人に対し 

て注意指導を行った。 

５．平成２４年７月８日２０時４５分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、架線電圧 

がゼロボルトであることの確認を失念したため、管理者が申立人に対して注意指導を 

行った。 

６．平成２４年８月２日２１時４３分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、空気管ガ 

イシとケーブルヘッド兼用支持ガイシの点検を失念したため、管理者が申立人に対し 

て注意指導を行った。 

７．平成２４年８月１０日２２時４３分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、架線電 

圧がゼロボルトであることの確認を失念したため、管理者が申立人に対して注意指導 
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を行った。 

８．平成２４年８月１３日２１時５０分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、誤った 

場所でチェックシートを記入したため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

９．平成２４年８月１６日２３時４８分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、空気管 

ガイシとケーブルヘッド兼用支持ガイシの点検を失念したため、管理者が申立人に対 

して注意指導を行った。 

１０．平成２４年９月２５日１時５５分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、チェッ 

クシートの記載に不備があったため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

 

 

１．平成２４年１０月１４日０時１分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、ＥＧＳの 

検査手順を誤ったため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

２．平成２４年１１月３日１６時５５分頃、７００系新幹線電車の仕業検査時、車端部の 

検査を失念したため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

３．平成２４年１１月１２日２２時４５分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、架線 

電圧がゼロボルトであることの確認を失念したため、管理者が申立人に対して注意指 

導を行った。 

４．平成２４年１１月１２日２３時１５分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、ボン 

ネット内の機器の検査を失念したため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

５．平成２４年１１月２０日２２時２７分頃、作業実績書の作業結果の記入を失念したた 

め、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

６．平成２４年１２月２２日２１時５７分頃、７００系新幹線電車の仕業検査時、記録器 

の確認を失念したため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

７．平成２４年１２月２５日２１時１５分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、ヘル 

メット及び保護メガネを未着用であったため、管理者が申立人に対して注意指導を行 

った。 

８．平成２５年２月５日２３時１０分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、ヘルメッ 

トを未着用であったため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

９．平成２５年２月１５日１時５５分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、台車中側 

の検査を失念したため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

１０．平成２５年３月１７日２０時６分頃、Ｎ７００系新幹線電車の仕業検査時、保護メ 

ガネを未着用であったため、管理者が申立人に対して注意指導を行った。 

これをこれをこれをこれを現認現認現認現認したのはしたのはしたのはしたのは誰だ？誰だ？誰だ？誰だ？    

 

車両所で働く皆さん！会社はこんな理由で車両所で働く皆さん！会社はこんな理由で車両所で働く皆さん！会社はこんな理由で車両所で働く皆さん！会社はこんな理由でボーナスボーナスボーナスボーナスををををカットカットカットカットして、誰が何処して、誰が何処して、誰が何処して、誰が何処

で注意・指導したのかは明らかにしません。どう思われますか！？で注意・指導したのかは明らかにしません。どう思われますか！？で注意・指導したのかは明らかにしません。どう思われますか！？で注意・指導したのかは明らかにしません。どう思われますか！？    


